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平成２９年 第４回宮崎市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 平成２９年３月２４日（金）９：００～１０：１５

２ 場 所 教育委員会室

３ 出席者 【教育長・教育委員】

二見教育長、松野代表教育委員、藤元委員、畠山委員、江草委員

【事務局】

小泉教育局長

（企画総務課）時任課長、山本補佐、宮畑主幹、久保係長、

田中主査、茂田主任主事

（学校施設課）長崎課長、大住補佐

（学校教育課）松竹課長、押川補佐

（教育情報研修センター）荒武所長、牧野次長

（生涯学習課）染矢課長、矢野補佐

（保健給食課）横山課長、黒木補佐

（文化財課） 日高課長、小窪補佐

４ 議 案

５ 報 告

番 号 件 名 説 明 者

議案第６号 課長相当職以上の職にある者の人事異動について 教育局長

議案第７号
宮崎市教育委員会の権限に属する事務の補助執行規

程の一部改正について
企画総務課長

議案第８号 宮崎市きよたけ図書室管理規則の一部改正について 生涯学習課長

議案第９号
宮崎市教育委員会の権限に属する事務の補助執行規

程の一部改正について
生涯学習課長

番 号 件 名 説 明 者

報告第１４号
平成２９年第１回宮崎市議会定例会（３月）の報告につ

いて
教育局長

報告第１５号
第９回宮崎市地方創生推進本部会議、

第９回宮崎市総合計画策定会議の報告について
教育局長

報告第１６号
第２回宮崎広域連携推進協議会、

第２回宮崎市総合計画審議会の報告について
企画総務課長

報告第１７号 その他の事件の報告について 学校教育課長

報告第１８号 臨時代理の報告について 学校教育課長
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二見教育長 定刻になりましたので、平成２９年第４回定例会を始めさせ

ていただきます。

本日の傍聴者はございません。

会次第「２ 会議録署名人の指名」です。資料１ページの資料１

をご覧ください。

本日の会議録の署名人は、私二見と、松野代表教育委員を指名さ

せていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委員 はい。

二見教育長 それでは、会次第「３ 教育長及び委員報告」に入ります。

まず、（１）教育長報告でございますが、今回報告はございませ

ん。

次に、（２）委員報告でございます。

２ページの資料１－２をご覧ください。

２月１７日（金）に行われた「平成２８年度第３回市町村教育委

員研究協議会」について、出席されました畠山委員から報告をいた

だきます。

畠山委員 今回は、宮崎県からは私１人の参加でしたが、青森県から沖縄県

までの１６９名が集まりまして、初等中等教育改革の動向につい

て、学ばせていただきました。部会は第一部会に参加し、教育委員

会新制度と教育委員、教育委員会新制度における首長との連携、教

育委員会の活性化、この３つのテーマで学ばせていただきました。

このような機会をいただきまして、心から感謝しております。今

回研修させていただいたことを、また活動に生かしていきたいと思

っております。

二見教育長 報告書もいただいておりましたので、後で回覧させていただきま

す。

次に、２月２３日（木）に行われた県教育委員との意見交換につ

いてでございますが、これは後ほど、皆様からご感想等をいただき

たいと思います。

次に、（３）教育局長報告でございます。３件ございますが、こ

れは「議事の報告」として、後ほど説明させていただきます。

次に、（４）各課行事等の報告でございますが、今回行事報告は

ございません。

以上で行事等の報告は終了ですが、お気づきになった点やこれか

らの課題、また感想がありましたら、お願いいたします。

よろしいでしょうか。それでは「４ 議事」に入らせていただき

ます。

本日は、議案が４件、報告が５件となっております。

まず議案でございます。

４ページをご覧ください。

議案第６号「課長相当職以上の職にある者の人事異動について」、

議案第７号「宮崎市教育委員会の権限に属する事務の補助執行規程

の一部改正について」でございますが、これにつきましては、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定によ

り、非公開といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

委員 異議なし。

二見教育長 それではただいまより、非公開といたします。

それでは、ここで非公開を解除いたします。
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次に、議案第８号「宮崎市きよたけ図書室管理規則の一部改正に

ついて」及び、議案第９号「宮崎市教育委員会の権限に属する事務

の補助執行規程の一部改正について」でございますが、両議案には

関連がありますことから、一括して事務局から説明をお願いしま

す。

染矢生涯学習課長 それでは議案の８ページをご覧下さい。

「宮崎市きよたけ図書室管理規則の一部改正について」でござい

ます。

現在、新市基本計画に基づく、（仮称）清武地区公立公民館建設

事業として、清武町今泉にあります大久保学習センターの建て替え

のための準備を進めております。いよいよ７月から解体工事に入る

ため、大久保学習センターも５月末で閉館する予定でございます。

今回の規則の一部改正の主な理由といたしましては、これまで清

武地区の図書室として位置付けられておりました大久保学習セン

ターの閉館に伴います図書室の廃止に係る所要の改正でございま

す。

議案の９ページ１０ページをお開きください。規則の新旧対照表

を掲載しております。

まず、規則の名称の変更でございます。現行規則の第１条に掲載

のとおり、清武児童文化センター及び大久保学習センターの両施設

の図書室を総称して清武図書室としておりましたが、大久保学習セ

ンターの閉館により、清武児童文化センターのみになりますことか

ら、規則名を宮崎市清武児童文化センター図書室管理規則に改めま

す。

また、第１条から第４条につきましても、大久保学習センター図

書室に関する記述を削除するなど、所要の改正を行うものでござい

ます。

また、第５条では図書室の資料等を利用しようとする際の利用者

カードの交付に関する登録、登録の変更、カードの紛失、破損届け

を定めておりますが、同様の理由により、様式の変更を行います。

また、第８条では団体への貸出冊数及び貸出期間の明確化を、第

１１条では図書室資料等損傷・亡失届、第１２条では資料の寄贈・

寄託申込書を新たに様式として定めるものでございます。

１１ページから１９ページまでには、それぞれの個別様式を掲載

しております。また、規則改正の施行日につきましては、大久保学

習センターの閉館日に合わせた、平成２９年６月１日でございま

す。

続きまして、２０ページをお開きください。

議案第９号「宮崎市教育委員会の権限に属する事務の補助執行規

程の一部改正について」でございます。提案理由につきましては、

議案第８号と同様でございます。

次の２１ページをお開きください。

２１ページに内容を掲載しておりますが、新旧対照表における補

助執行規程第２条第３項第２号の削除、第８項中宮崎市大久保学習

センターの記述の削除及び、そのことに伴う項の繰上げでございま

す。

施行日につきましては、前議案と同様に、平成２９年６月１日で

ございます。

二見教育長 ただいま説明のありました議案第８号及び議案第９号について、
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ご質問はございませんか。

質問は、議案第何号について、というふうにお願いします。

委員 なし。

二見教育長 ないようでしたら、一つずつ確認して参ります。

まず、議案第８号「宮崎市きよたけ図書室管理規則の一部改正に

ついて」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 はい。

二見教育長 ご承認ありがとうございます。

次に、議案第９号「宮崎市教育委員会の権限に属する事務の補助

執行規程の一部改正について」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 はい。

二見教育長 ご承認ありがとうございます。

以上で、議案は承認されました。次に、報告でございます。

まず、報告第１４号「平成２９年第１回宮崎市議会定例会（３月）

の報告について」、事務局から説明をお願いします。

小泉教育局長 まず、会期としては２月２７日から３月１７日にかけて、３月議

会が行われました。

議案第１４号別紙１をご覧下さい。まずは人事案件でございま

す。次の教育委員の任命につきましては、議会の同意がなされまし

たので、ご報告申し上げます。

次に、別紙２の一般質問についてですが、１５人の議員から１０

６問の質問をいただきました。その中で特に注目が集まりましたの

が、１１番の上野悦男議員、１５番の黒木恒一郎議員からの生徒の

自殺に関する質問でございました。

答弁の内容といたしましては、一例目が起こった時からの対応に

ついて、基本的な考え方として、ご遺族に意向に最大限寄り添うこ

と、確かな情報を誠実に伝えること、という方針で対応していくと

いうことで教育長が思いを述べられました。

一番問題になりました学校名については、教育委員会としては教

育的な配慮が必要であり、こちらからは学校名を出さないという一

定した方針のもと、答弁をさせていただいたところでしたが、最後

の質問者であった黒木恒一郎議員本人が、議場で学校名を述べられ

ましたので、終わった後にすぐ、議会活動を熟知していらっしゃる

議員から、教育的な配慮をすべきではないかというお話があり、そ

こで議会運営委員会が開かれました。

本人の発言については、本人からしか削除の申し出が出来ないと

いうことになっていますが、本人から、学校名について削除の申し

出があったため、議事録から削除になりました。

そのことについて、後日新聞に掲載されたこともご存知かと思い

ます。

予算関係については、提出議案は全て可決いただきました。

２５ページの報告第１４号別紙３にありますように、日髙透議員

と松田浩一議員から、それぞれ質疑がありました。

議会の内容としましては、以上でございます。

最後に文教民生委員会の委員長からの報告がありまして、それに

ついては、別紙１に委員長報告の記載がございます。

新規事業として、いじめストップ推進事業を実施しますが、学校

のカウンセラーの適正な配置を行うことや、施設関係でも、学校施

設の非構造物の耐震化について新年度から取り組みますけれども、
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学校施設は避難所等にもなりますことから、安全な教育環境の確保

について、計画的に事業を実施してほしいといった内容でございま

した。

二見教育長 新聞に掲載された削除記事について局長から触れていただきま

したけれども、議事録の削除については、議会最終日に、冒頭で「お

配りのとおり、いいですか。」という提案があり、異議はありませ

んでした。

ただし、何が削除されたのか、誰が削除の申し出をしたのかとい

うことについて、その場では私たちは分かりませんでした。私たち

にも配ってありませんし、記者にも配ってありませんので、誰にも

分かりませんでした。

後で、議場にいた記者に、「何を削除されたか分かりましたか。」

と聞いてみました。そうしたら、「いいえ。」と言われました。記者

から、「議員が発言した学校名でしょうか。」と聞かれたので、「そ

うだと思います。」とお答えしたら、「教育委員会から削除のお願い

をしたのですよね。」と言われましたので、「いや、これは議員のご

発言だから、議員ご自身からの申し出でしか削除できません。議会

運営委員会も開かれたと聞いています。」と答えましたら、記者は

「分かりました、確認してみます。」と言われて、あの記事になっ

たのです。

そういう経緯があっての記事でしたので、補足させていただきま

す。

小泉教育局長 議場に配布された資料は、取り消すべき発言として、学校名が３

つ書いてある１行だけでございました。ですから、これだけでは記

事にはなりにくかったのでしょうが、教育長が経緯をお話しいただ

いたおかげで、今回記事になったということです。

二見教育長 議員が、一番言いたかったことを削除するように、自ら申し出ら

れたわけです。信念を持って言われたことを自ら削除されたのです

から、私達へもきちんとした説明があってしかるべきではないか

と、記者とはやり取りしました。

ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。また、お気付

きになられた点はございますでしょうか。

委員 なし。

二見教育長 ないようでしたら、次に、報告第１５号「第９回宮崎市地方創生

推進本部会議及び第９回宮崎市総合計画策定会議の報告につい

て」、事務局から説明をお願いします。

小泉教育局長 報告第１５号別紙をご覧下さい。

３月１６日に第９回の地方創生推進本部会議、総合計画策定会議

が行われました。第五次総合計画の策定に向けた素案が出されてお

ります。

資料１をご覧下さい。

今回は、素案の序の部分と基本構成が示されております。これま

で何度もご説明をさせていただいていますが、これが宮崎市の今後

１０年間を形作っていく計画ということで、来年度策定の予定でご

ざいます。今それぞれの分野で積み上げを行っておりまして、素案

ということで示されております。

７ページの基本構想がございますが、そこに将来の都市像や基本

的な考え方などを示してございます。人口推計ビジョンについて

は、これからの見通しとして、右肩下がりになるというのはあまり
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いい印象を受けないのですが、中身の政策をもっと充実させるよう

な内容にして、これから盛り込んで考えていくことになろうかと思

います。

１１ページからは、将来目指すまちづくりの概要図ということで

示されております。今後、都市計画マスタープランの改訂もござい

ますが、イオンモールを増床するような場合や、土地利用など、様々

なことがこの計画に入ってくることになります。

１４、１５ページにはまちづくりの基本目標について、それぞれ

の重点項目を示しております。１５ページの基本目標Ⅱ、重点項目

５が教育委員会には一番関係するところになります。

それから、総合計画の策定に合わせまして、国富町と綾町との広

域連携について、現在計画を作成し推進しているわけですけれど

も、これは５年間計画ということになりますが、資料２が来年度の

スケジュールです。これについては、来年度になりましてそれぞれ

会議が行われていきますので、その都度ご説明を差し上げたいと思

います。

二見教育長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。

なかなか膨大な資料です。こうやって少しずつ完成に近づいてい

くということであります。

他に質問がないようでしたら、次に、報告第１６号「第２回宮崎

広域連携推進協議会及び、第２回宮崎市総合計画審議会の報告につ

いて」、事務局から説明をお願いします。

時任企画総務課長 ただいま局長から説明がありましたが、総合計画審議会は、宮崎

市の計画に関する会議でございます。

それから、広域連携推進協議会は、総合計画の会議と並行した形

で、宮崎市と国富町、綾町の１市２町で、雇用拡大や移住の促進な

どを図るということで協議をするものでございます。３月２２日に

宮崎観光ホテルで開催されました広域連携推進協議会は、この広域

連携に関しまして最も大きな組織となるものでございます。それか

ら、引き続き宮崎市の総合計画策定のための総合計画審議会が開催

されたということでございます。

先ほど局長が説明された内容と、それから専門部会等で審議、協

議されたことを踏まえて、現在の進捗状況、今後のスケジュール等

について報告がなされたところでございます。

二見教育長 ただいまの説明に対し、ご質問はございませんか。また、お気付

きになられた点はございますでしょうか。

委員 なし。

二見教育長 ないようでしたら、次に、報告第１７号「その他の事件の報告に

ついて」、報告第１８号「臨時代理の報告について」でございます

が、これにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１４条第７項の規定により、非公開といたしたいと思います

が、いかがでしょうか。

委員 異議なし。

二見教育長 それではただいまより、非公開といたします。

それでは、ここで非公開を解除いたします。

次に、「５ その他」に移らせていただきます。

委員の皆さまから情報提供等がありましたらお願いいたします。

ないようでしたら、「平成２９年度宮崎市教育委員会第３次活性

化プラン（案）について」、事務局から説明をお願いします。
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時任企画総務課長 それでは資料が３６、３７ページになります。

まず、３７ページをご覧下さい。

教育委員会では、教育委員会の活性化を図るために、平成１９年

１月に「教育委員会改革プラン」を策定いたしまして、平成１９年

度から、小中学校の訪問・視察、研修会の開催、地域での定例教育

委員会の開催や、市長との意見交換会等に取り組んでまいりまし

た。平成２２年度からは更なる活性化に向け、名称も活性化プラン

に改めて、中学生等との意見交換会を実施するなど、内容を充実さ

せながら取り組んでまいりました。第３次の活性化プランは、今年

度からスタートいたしまして、平成２８年度からの２ヵ年としてお

りますが、宮崎市教育大綱や宮崎市教育ビジョンの計画期間に合わ

せたものでございます。平成３０年度以降につきましては、今後新

たなプランをご提案させていただきまして、委員の皆様にご審議い

ただきたいと考えております。

それでは３６ページにお戻りください。

第３次活性化プランの、２年目の案につきましてご説明させてい

ただきます。取組の項目につきましては、平成２８年度と同じく７

項目とさせていただきます。

１ 教育委員会会議の充実でございますが、２９年度は会議の更

なる透明化を目指しまして、より多くの市民の方が傍聴できるよう

に、会議の開催場所、開催日時等につきまして工夫を重ねてまいり

たいと考えております。

２ 教育委員会ディスカッションの開催でございますが、第二次

宮崎市教育ビジョンの策定にあたりまして、委員の皆様のご意見を

いただきたいと考えております。また、総合教育会議の開催も予定

しておりますので、テーマについてのご協議などをお願いしたいと

考えております。

３ 教職員、４ 中学生、５ 学校・家庭・地域との意見交換会

の開催でございますが、市長が３月議会の一般質問で、宮崎市なら

ではのチーム学校の実現に向けた取組を推進していく、と答弁して

おりまして、その取組の一つとして、これらの意見交換会をしてい

ると述べております。そのようなことからも、今後さらに充実した

意見交換会が出来ればと考えております。

それから、６ 教育委員会研修会などの開催でございますが、２

９年度も視察研修を考えていきたいと思います。なお、今年度初め

て開催されました、県教育委員との意見交換会も大変有意義であっ

たと伺っておりますので、今後も幅広く意見交換会や研修会を開催

したいと考えております。意見交換の対象や人選につきましても、

委員の皆様からのご意見をいただきたいと考えております。

７ 教育委員会による宮崎市教育ビジョン改訂版の進行管理で

ございますが、教育委員の皆様には、教育委員会が行った事務につ

いて毎年、点検・評価をお願いしているところでございます。

事務局からの説明は以上でございます。

二見教育長 お聞きのとおりでありますが、こういったことを中心に、どこに

でも発信できるような委員会としてやっていきたいと思っており

ます。

二見教育長 ただいまの説明につきまして、ご質問はございませんか。

委員 なし。

二見教育長 それでは次に、２月２３日（木）に行われた県教育委員との意見
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交換会について、皆様からご感想等をいただきたいと思います。

松野代表教育委員からお願いします。

松野代表教育委員 それでは４名を代表いたしまして、概略を説明いたします。

２月２３日に、県教育委員会の呼びかけによりまして、県教育委

員４名、市教育委員４名、の意見交換会を県庁で開催していただき

ました。

新しい教育委員会制度が導入されました平成２７年４月１日か

ら、本市は宮崎県のトップを切って新制度に移行し、取組を始めた

ところです。当日は、新制度下における本市教育委員会の取組につ

いて紹介し、それを叩き台、糸口としまして協議を進めていただき

ました。

具体的には、先ほど、企画総務課長からお話しがありました第３

次活性化プランに述べられております、１から７の項目の内容に沿

ったものを紹介いたしました。

具体的な取組内容を４つ紹介いたしましたが、１つ目は市長との

意見交換会。２つ目が教職員との意見交換会。３つ目は中学生との

意見交換会。４つ目が地域代表との意見交換会でした。それぞれ特

徴的な様子を報告させていただきまして、それをもとに色々な意見

交換を行ったところであります。

詳細につきましては、他の３名にご感想等を述べていただければ

と思います。

二見教育長 これは県教育委員会からのお声かけがあったのですか。

松野代表教育委員 はい。

二見教育長 皆様にご感想をいただきたいと思います。

藤元委員 松野先生のご努力のおかげで、大変スムーズに会が運営されまし

た。きちっと項目も変えていただいて、質問される方も非常に質問

しやすい状況でした。

宮崎市が県内の他の自治体のお手本になっている状況は確かな

事実です。県の教育委員も新しい方が多かったので、どちらかとい

うと、私達の方に質問が来て、それに答えるという形で進みました。

宮崎市の教育委員会のあり方について、学ばせていただいたという

ご発言をいただいたので、良かったと思っています。

特に、最初にありましたように、チーム学校、チーム学級といっ

た取組に対しては、県レベルでみると市町村それぞれに特色がある

ので、大変だろうという感じがしましたが、興味のあるテーマだと

も思いました。

畠山委員 県の教育委員の方は、都城市、西都市、そして宮崎市と、各地か

ら早朝よりお集まりになられていました。県の教育委員の方の動き

と、私ども宮崎市の教育委員の活動と繋がるところ、また参考にな

るところがあると、意見交換会を通して感じました。

卒業式に行ってまいりましたけれども、その際に、宮崎市はＰＴ

Ａのみなさんとの意見交換会もやっておりますから、ＰＴＡの会長

さんをはじめ、役員の皆様にもありがたいという言葉を直に述べる

事が出来ますし、そういうことも含めて、実際の現場で、皆さんと

交流することが、色々な場面で生かされていると感じたところでし

た。

江草委員 今回、県と市との初めての意見交換会ということでした。県の教

育委員の方から、色々な意見交換会をしているということお聞き

し、現場の話を聞くことも大事だとおっしゃっていたので、私たち
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も是非、現場の話を聞く機会を設けていく必要があると思いまし

た。

また、県の教育委員には弁護士の方もいらっしゃったので、興味

深く話を聞かせていただきました。

二見教育長 ありがとうございました。

それでは次に、「６ 次回委員会の決定」について、事務局から

説明をお願いします。

時任企画総務課長 次回委員会は、平成２９年４月２６日（水）、午後１時４０分か

ら、教育委員会室で開催することをご提案いたします。

二見教育長 提案のありました日時で、会議を開催してよろしいでしょうか。

委員 はい。

二見教育長 ありがとうございます。

続きまして、「７ 行事予定」について、事務局から説明をお願

いします。

時任企画総務課長 （説明）

二見教育長 他にございませんか。

以上をもちまして、平成２９年第４回定例会を終了させていただ

きます。


